
ドイツの憲法裁判制度（連邦憲法裁判所の概要）

＜ ＜ ＜具体的違憲審査制＞ 抽象的違憲審査制＞ 憲法異議＞

（具体的事件の審理） ・連邦政府 ｏｒ 公権力によって

・州政府 ｏｒ 基本権を侵害さ

区裁判所 ・連邦議会議員の３分の１ れた者

地方裁判所

高等裁判所 具体的権利侵害の 審査対象には

発生は不要 行政行為や裁判

連邦裁判所 所の判決なども

含まれる

適用しようとする法律 ある法律が違憲では 侵害行為の原因となった

が違憲ではないか？ ないか？ 法律等は違憲ではないか？

連 邦 憲 法 裁 判 所


